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作業環境測定入門

藤井 雅之＊

１．はじめに

 工場や事業場の職場に、労働者の健康に影響を与えるガス、蒸気、粉じん等の有害物質や騒音、放射線、高熱
等の有害なエネルギーが発生する場合がある。この作業環境や職場環境は、労働者の健康障害の防止と密接に
関連している。作業環境中の有害な物質等を測定する作業環境測定及び作業環境管理について、簡単に紹介す
る。

２．労働衛生管理1)

 労働衛生管理は、職場の職業性疾病の予防と管理及び安全と健康に障害となる職業上の因子や条件の除去
により、労働者の健康の保護と促進を図ることを目的の一つとする。
 有害物質や有害エネルギーにより発生する職業性疾病の予防のため、原因になる要因を職場の環境から除去
するか又は保護具を労働者に使用させ、健康に影響を及ぼさないようにする。
 労働衛生管理は、作業環境管理、作業管理、健康管理の三つから構成され、これらを総合的に実施し健康障害
を防止する一連の活動である。そして選任した産業医、衛生管理者、作業主任者等による管理体制を確立し、衛
生管理を推進し、加えて労働者に正しい知識を与える労働衛生教育を行う。
 作業環境管理は、作業環境測定により有害な要因の測定と把握を行い、作業環境からそれらを除き労働者へ
の暴露をできるだけ低く抑えて作業環境を維持する活動を言う。また作業管理は、作業のやり方を適切に管理し
有害因子の過剰な暴露を抑制することであり、健康管理は、健康診断等により健康障害を防止することをいう。こ
れらの一連の活動を労働衛生管理として行う。この中で作業環境管理は、労働衛生管理を行う基本の活動とな
る。

３．労働安全衛生の法体系

 労働災害防止の措置や対策の推進、職場における労働者の安全と健康の確保等を目的とする法律に労働安
全衛生法がある。この労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生の法体系を図１に示す。
 前項で触れた作業環境測定は、この労働安全衛生法や多くの規則、例えば有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予
防規則、電離放射線障害防止規則等に基づいている。そのほか作業環境測定の制度を定めた作業環境測定法
も法体系に含まれる。

４．作業環境測定1)2) 

 労働者の健康障害を防止するため、定期的に有害物質や有害エネルギー等の作業環境測定を行い、必要な
場合に適切な措置を実施して有害因子のレベルを低減させる。

作業環境測定には、(ｱ)有害な要因をある基準以下に制御する作業環境管理が目的の測定、(ｲ)新規設備の導
入時等に作業環境の適切さを確認する測定、(ｳ)健康診断の結果等から作業環境や暴露状況を再検討するため
に行われる測定等がある。

労働安全衛生法第65条の規定に基づく作業環境測定は、(ｱ)の作業環境管理を目的とする測定である。 
図1の有機溶剤中毒予防規則等をはじめとする規則は、内容に違いがあるがいずれもこの作業環境測定の実

施を義務付けている。法は、作業環境測定を行うべき作業場として、表１2)の「①粉じん」から「⑩有機溶剤」まで
10の作業場を定めている。表１に、作業場の種類毎に実施が必要な測定の種類と頻度等を示した。工場はもとよ
り事務所もこれらの作業環境測定が必要な作業場に含まれる。

この10の作業場のうち表1に○数字で示す①⑦⑧⑩及び⑥の作業場即ち「指定作業場」の場合、測定を作業環
境測定士に実施させるか作業環境測定機関に委託して実施しなければならない。

こうして実施した作業環境測定の結果を評価し、次の5項に示す基準「管理濃度」を超えた場合、施設又は設備
の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を行うことになる。
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図1 労働安全衛生関連の法体系 

 
表1 作業環境測定を行うべき作業場2) 

作業環境測定を行うべき作業場  （○数字は指定作業場） 測  定

作業場の種類 関連規則 測定の種類
頻度  

(表示の
月毎)

記録の保存
（年）

①
土石、岩石、鉱物、金属又は炭
素の粉じんを著しく発散する屋
内作業場

粉じん障害防止規則 
25条

空気中の粉じんの濃
度、遊離けい酸含有
率

6 7

2
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作
業場

労働安全衛生規則 
587条

気温、湿度、ふく射熱 0.5 3

3 著しい騒音を発する屋内作業場
労働安全衛生規則 
588条

等価騒音レベル 6 3

4 抗内作業場

イ．炭酸ガスが停滞す
る作業場

労働安全衛生規則 
589条

炭酸ガスの濃度 1 3

ロ．28℃を超える作業
場

労働安全衛生規則 
589条

気温 0.5 3
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５．管理濃度と管理区分3) 
  
 指定作業場で行う作業環境測定、つまり作業環境測定士が行う作業環境測定は、作業場の平均的な有害物質
の濃度を測定する「A測定」と環境中の濃度の最も高くなる労働者の作業位置で測定する「B測定」の二種の測定
から構成される。このA測定とB測定の結果から、作業環境の良否を判断する。 
 この作業環境の良否の判断基準に、表2の許容濃度やACGIHのTLV等がある。許容濃度などで示される暴露
限界値は、個々の労働者の暴露濃度に対応した基準である。しかし法による作業環境測定から得た結果は、空
気中濃度のため暴露限界の概念と違う。そのため管理濃度の概念が導入され、作業環境の良否を判断する指標
として、行政の規制に用られている。 
 ところが作業環境空気中の有害物質濃度は、増減し変動する。そして測定する頻度も制約があるため、測定値
と管理濃度を単純に比較しても一定の判断が得られない。従って測定値を統計的に処理し、簡単に説明すれば、
測定値の確立分布を考えて、高濃度側から5%に相当する値（第1評価値）と平均濃度（第2評価値）を計算する。
つまりこの2つの評価値をA測定の結果から統計的に求め、管理濃度と比較して良否を判断することにした。つま
り、管理濃度を超える測定値が、5%未満、又は5%以上50%以下、もしくは半分超、の三つのいずれであるかを判
断する。 

 この評価値と管理濃度を比較した結果及び同様にB測定の結果を、表33)に当てはめ、管理区分を求める。該当

する管理区分により必要な改善措置を行うことになる。図23)にその流れを示した。 

 管理区分は、良く管理されていると判断される第1管理区分、改善が必要である第3管理区分、又はその中間の
第2管理区分のいずれかである。 

表2.管理濃度・許容濃度・ACGIHのTLVの比較 

ハ．通気設備のある作
業場

労働安全衛生規則 
589条

通気量 0.5 3

5

中央管理方式の空気調和設備
を設けている建築物の室で、事
務所の用に供されるもの

事務所衛生基準規則 
7条

一酸化炭素と二酸化
炭素の含有率、室温、
外気温、相対湿度

2 3

室の建築、大規模の修繕又は
大規模の模様替えを行ったとき

事務所衛生基準規則 
7条の２

ホルムアルデヒドの量
建築等
の後

-

⑥
放射線業務
を行う作業
場

イ．放射線業務を行う
管理区域

電離放射線障害防止
規則53条

外部放射線による線
量当量率

1 5

ロ．放射性物質取扱作
業室

電離放射線障害防止
規則53条

空気中の放射性物質
の濃度

1 5

ハ．坑内の核燃料物質
の掘採業務を行う作業
場

電離放射線障害防止
規則53条

空気中の放射性物質
の濃度

1 5

⑦

特定化学物質（第1類物質また
は第2類物質）を製造し、または
取り扱う屋内作業場

特定化学物質等障害
予防規則 36条

第1類物質または第2
類物質の空気中の濃
度

6 3 *

令第21条第7号の作業場（特定
石綿に係る物に限る）

石綿障害予防規則 
36条

石綿の空気中の濃度 6 40

⑧
一定の鉛業務を行う屋内作業
場

鉛中毒予防規則    
52条

空気中の鉛の濃度 12 3

9
酸素欠乏危険場所において作
業を行う場所の当該作業場

酸素欠乏症等防止規
則 3条

空気中の酸素の濃
度、ほか

作業開
始前

3

⑩
第1種有機溶剤または第2種有
機溶剤を製造しまたは取り扱う
業務を行う屋内作業場

有機溶剤中毒予防規
則 28条

空気中の有機溶剤の
濃度

6 3

（注）①、⑥、⑦，⑧，⑩は、指定作業場を示し、作業環境測定士による測定が義務付けられている。 
* 特定の物質は30年間の保存を規定
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表3.A測定とB測定を実施した場合の管理区分の基準3）
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図2.作業環境測定の流れ3） 

 
６．おわりに 
 
 指定作業場において作業環境測定を行う作業環境測定士は、厚生労働大臣の登録を受け、作業環境の状態を
正確に数値化し作業環境管理の情報を提供する任務を持つ専門家である。当社は10名を超える有資格者を抱え
ており、職場の作業環境の測定や改善に多くのデータや情報を提供しております。 

参考文献 
 
1）滝澤顕彦“作業環境管理と作業環境測定の意義”空気清浄 Vol.44(No.2)37-41(2006) 
2）社団法人日本作業環境測定協会“作業環境測定のための改訂関係法令”（2005） 
3）社団法人日本作業環境測定協会“作業環境測定ガイドブック［0］総論編”（2005） 

＊技術部 試験一課 課長 
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   ユニケミー技報記事抜粋 No.52 p4 (2009)   

簡易型環境マネジメントシステムの展開 

服部 寛和＊

１．はじめに 
 
 環境マネジメントシステムの端著となった地球サミット（国連環境開発会議）から既に17年が過ぎた。また日本にこの仕組み
が取り入れられ多くの組織で運用され始めてから、既に10年以上が経過している。この間にISO14001規格のほか、いわゆる
簡易型又は段階型と称される環境マネジメントシステムも開発され、これらの取組みを行う組織も多い。長短有りと議論される
これらの簡易型環境マネジメントシステムのプログラムについて、公開されたホームページから大雑把にまとめ紹介する。 

２．環境管理とEMS 
 
 既にご存じのとおり、企業等の組織がその事業活動のなかで環境保全に取組むため、環境方針や目標を設定し、これらを
達成しようと活動することを「環境管理」又は「環境マネジメント」という。そしてこの活動のため整えた体制や手続き等の仕組
みを、環境マネジメントシステム（Environmental Management Systems、以降「EMS」という）と称している。 
 環境に配慮し環境に与える影響を減少させるため、単に規制に従うだけでなく環境保全に取り組むことが求められる。EMS
は、そのための有効な道具である。EMSに取り組めば環境改善活動を効率よく推進できるといわれている。また企業がこの認
証を得た場合、環境管理が一定のレベルに達しているとして環境への取組を公表できる。 

３．簡易型EMSの展開 
  
 EMSの運用により、順法管理体制の確立、省エネ・省資源、取引先のグリーン調達基準対応、従業員の環境意識の向上等
の効果があると考えられている。 
 EMSの国際規格であるISO14001は1996年に制定され、このシステムの国内導入は、電機産業を中心とする大手の製造業
から広がった。このISO14001は、社会的な知名度も高く十分な仕組みを備え、環境の管理に有効である。一方難解・複雑な
点もあり審査費用等の負担が大きいという負の面もある。しかし官公庁の入札制度等にグリーン調達制度が設けられるよう
になるなど、企業にとって継続的環境改善活動は避けて通れないことも事実である。 
 そこで、中小企業が環境管理に取り組める仕組み、いわゆる簡易型EMSが国内で開発されてきた。現在多くの簡易型EMS
があり、これらの一部を表１に示す。簡易型を利用すれば、少ない費用負担と少人数の専任推進担当者で構築や運用が可
能とされる。 
 一方海外でもEMSに取り組む中小企業が大変なことは同じであり、ISO（国際標準化機構）も「環境マネジメントシステム段階
的適用の指針」とする規格ISO14005の作成を進めている。2010年発行予定のこの規格は、正規のISO14001に至るまでを5ス
テージに分け順に段階を踏みながら構築する指針となっている。 

表1.EMS 

 

４．主なEMSの特徴 
 
  さてこのようにEMSも当初のISO14001 だけでなく、その短所を補うため多くのシステムが開発されてきた。これまで開発さ
れてきた主な簡易型EMSとISO14001の特徴を表2にまとめ、その概要を次に示す。 

表2.環境マネジメントシステムの比較 
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4.1 ISO14001 
  
 国際的に認められた審査登録制度である。冒頭に述べたようにISO14001は、1992年の地球サミットで産業界の50人からな
る「持続的発展のための産業界会議」の議論に起源がある。この産業界会議は、環境の国際規格の作成をISOに依頼し、そ
の後1996年に規格が制定された。  
 規格にある要件18項目を満たす仕組みを作る。経営者が環境方針を定め、それに基づく環境目的・目標を達成するため、
PDCAのサイクルを回して継続的改善を行いながら環境負荷低減の活動を進めていく。18項目の要求事項は、環境への取組
として十分で、環境方針の制定、計画の作成、運用、運用結果の点検（チェック）、経営層による見直しを含む一連の項目から
構成される。 
 ISO14001は、要求事項を記載しているが、構築の具体的方法を示していない。またこの制度では助言を得られるコンサルテ
ィング機関と審査登録機関は明確に分ける定めとなっている。運用する企業等にとって活動の方向や内容が適切なのかどう
か、判断に迷う場合も生じる。 
 世界で15万、日本でも2万を既に越える認証を取得した組織がある。最も多くの企業が取り組むシステムであり、国際的に認
められた制度となっている。 

4.2 エコアクション21認証・登録制度 
 
 1994年に当時の環境庁が策定しその後何度か改定された「エコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドライ
ン2004年度版」に基づく制度である。2004年3月にグリーン購入等を含み認証登録制度が利用できるよう全面改定された。財
団法人地球環境戦略研究機関持続性センターが、2004年10月から認証・登録を行っている。 
「環境への取組みを効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、
評価し、公表する」仕組みである。ISO14001の簡易版でなく、必要と考えられる要素はすべて網羅しているとされ、環境経営シ
ステムを構築し運用する。環境負荷、環境への取り組み、環境経営システム、環境レポートの四つの手引きやガイドラインか
ら構成され、実施しなければならない項目を示している。また必ず把握すべき環境負荷として、二酸化炭素排出量、廃棄物排
出量、総排水量が定められている。コンサルティングが可能であり、中小企業が主な認証取得組織となっている。 

4.3 エコステージ 
 
 旧㈱東海総合研究所が開発し、東海地方から広がったEMSである。経営管理システムに環境の視点を加えて、経営とリン
クした環境マネジメントシステム即ち環境経営システムを導入する制度となっている。 
 取り組みやすいように「環境経営の導入」から「企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）の実現」まで、5つ
のステージを設け、段階的にステップアップ可能な仕組みとしている。PDCAのサイクルを使い、５Sの実践やムリムダムラの
排除等の業務効率化も狙い、経営の改善を行う。ステージ２の認証が得られれば、ISO14001 の要求事項をすべて含むた
め、ISO14001の認証取得も可能となる。環境経営の基本骨格のみを導入するステージもあるため、小さな規模の組織にとっ
て取組み易い。 
 認証取得に必要な費用は、ISO14001 の半分以下であり、コンサルティングを受けられる。事前準備が不要で研修を通じて
構築する。主に中小企業が認証を取得している。 

4.4 KES・環境マネジメントシステム・スタンダード 
 
 京都で開発されたEMS。1998年に結成された「京（みやこ）のアジェンダ21フォーラム」は、中小企業も取り組める、分かりや
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すく、費用も少ない基準「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」を作った。その後2007年4月から「特定非営利法人・
KES環境機構」が審査・登録制度を運営している。 
 KES構築講座の受講、コンサルティング、そしてチェックリストを用いて環境影響項目の抽出や調査、環境改善目標の設定と
環境改善計画の作成を行う。その後運用を行い審査を受審する。構築講座やコンサルティングが準備され支援や助言を受け
られる体制が整い、地方にも協働審査機関が置かれている。 
 小規模又は環境負荷の小さな組織に適用できるステップ１から始め、運用が進むに従いISO14001と同じレベルのステップ２
にレベルを上げる。最終的にISO14001相当の仕組みが構築できる制度である。発祥の地である京都に認証取得組織が多
い。 

4.5 グリーン経営認証制度 
 
 「グリーン経営（環境負荷の少ない事業運営）推進マニュアル」に基づき一定のレベル以上の取り組みを行う運輸事業者に、
交通エコロジー・モビリティ財団が審査を行い、認証・登録を行う制度である。2003年10月からトラック事業、2004年4月からバ
ス、タクシー事業、2005年10月から旅客船、内航海運、港湾輸送、倉庫業に対して認証の取り組みを始めている。 
 ISO14001がマネジメントシステムの適合性の審査であるのに対して、グリーン経営認証制度は、環境改善の取組み結果（環
境パフォーマンス）を審査する。 
 エコドライブの実施、低公害車の導入、廃棄物の管理ほかの活動を行い、燃費の向上や交通事故件数削減、従業員の士
気向上等の効果があるとしている。費用負担が少なく、認証後のレベルアップのため指導助言も行う。 

4.6 環境自治体スタンダード（Local Authority’s Standard in Environment=LAS-E） 
 
 1992年に設立された環境自治体会議は、環境配慮や環境政策の取組み内容が環境自治体としてふさわしいかどうかをチェ
ックするための基準として、2002年に環境自治体スタンダードを制定した。 
 環境管理活動を行う場合、どの程度のレベルかまた目指す取組みが何かがわかり、また比較的小規模の自治体も取り組
める制度である。アドバイスが環境自治体会議から得られ、費用がISOの認証費用の半分以下と少額で済む等の特徴があ
る。 
 環境活動部門（エコアクション）、環境経営部門（エコマネジメント）、環境自治部門（エコガバナンス）の3つの部門と、それぞ
れの第1ステージ、第2ステージ、第3ステージの3つの区分から選択する。更に環境自治体として最低限取り組むべき共通実
施項目が設定されている。 
 行政だけのEMSから地域のすべての組織や個人が加わるべきと、目標の設定チームや監査チームに地域住民か事業者を
加えるようにした。地域住民の視点から環境マネジメントシステム構築や点検が可能で、手続きでなく、取組みの実践を問う。
文書類は20～30頁で済むため、文書類作成の労力が大幅に軽減されるとしている。 

５．おわりに 
 
 EMSの導入により、順法管理体制の確立、省エネ・省資源による経費節減、取引先のグリーン調達基準の対応への取り組
みが進められてきた。当初はISO14001に比べややもすると中途半端な印象のあった簡易型EMSは、取組み易さや費用の少
なさの点から着実に広がってきている。ISOもISO14005の発行を来年に予定している。ISO14001 は認知度が高くまた簡易型
は経営の視点やコンサルタントの利用が可能と、それぞれに特徴がある。「環境が商業ベースとなっている」との意見もある
今、環境に取り組む方向をもう一度経営の視点から問い直してみるのもよいだろう。 

＊専務取締役 
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